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１．はじめに
　特許紛争は裁判所への提訴を通じて解決できるが、
裁判所への提訴とは別に、特許紛争の迅速な解決の
ために特許権の保護範囲について判断する行政シス
テムがある（日本における判定制度）。
　本稿は、「特許紛争解決のための特許権の範囲に
ついての判断を含む行政システムに関する日中韓比

較研究」（以下、「日中韓の審判実務の比較研究（権
利範囲の判断）」と称する。）における主要な論点に
ついて、複数回に分けて紹介し、解説を行うもので
ある。今回は、「日中韓の審判実務の比較研究（権
利範囲の判断）」の経緯と概要を説明したうえで、具
体的な論点として、「関連規定」、「分類」、「当事者」、

「審判請求」、「当該発明」について解説を行う。

日中韓の審判実務の比較研究
（権利範囲の判断）

 日本大学法学部（大学院法学研究科）　
教授　加藤　浩

－第１回－
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２．日中韓の審判実務の比較研究の経緯と概
要

（１）背景

日本国特許庁（JPO）、中国国家知識産権局
（SIPO）、韓国特許庁（KIPO）は、2001年より日
中韓特許庁長官会合を毎年開催し、三庁間の協力
や三庁が直面する共通の課題の解決に向けた意見
交換を行っている。

2009年３月、第８回日中韓特許庁長官会合にお
いて、特許審査協力のための枠組みとして、特許
審査専門家部会（Joint Experts Group of Patent 
Examination：JEGPE）を設置することが合意され、
特許審査専門家部会において、「法令・審査基準
の比較研究」及び「事例研究」を実施することが
合意された。

この合意を受けて、日中韓特許庁では、「進歩
性」、「新規性」、「記載要件」、「補正要件」について、

「法令・審査基準の比較研究」及び「事例研究」を
実施し、その結果を報告書として公表した。

表１：日中韓の審査実務の比較研究

法令・審査実務の
比較研究

事例研究

進歩性 2010年12月公表 2011年12月公表

新規性 2012年11月公表 2012年11月公表

記載要件 2013年11月公表 2015年４月公表

補正要件 2015年４月公表 2015年12月公表

これに対して、2012年11月の第12回日中韓特許
庁長官会合において、日中韓の審判部門における
実務者レベルの議論を行うことが合意され、日中
韓審判専門家会合（Joint Experts Group of Trial 
and Appeal：JEGTA）が設置された。その後、
2013年８月に、第１回日中韓審判専門家会合が開
催され、審判実務の比較研究を行うことが合意さ
れた。

この合意を受けて、日中韓特許庁では、「拒絶
査定不服審判」、「特許付与後の訂正」、「特許無効
審判」について、審判の制度・運用に関する比較
研究を行い、その結果を報告書として公表した。

表２：日中韓の審判実務の比較研究

法令・審判実務の比較研究

拒絶査定不服審判 2014年12月公表

特許付与後の訂正 2015年４月公表

特許無効審判 2017年１月公表

本研究は、日中韓の三庁によって実施された
「特許紛争解決のための特許権の範囲についての
判断を含む行政システムに関する日中韓比較研
究」である。テーマは、2016年に選定され、本
研究は、2017年９月に行われた第５回審判専門
家会合で報告されたところである。（日本語訳は、
2018年３月公表）

（２）目的

本研究の目的は、各国のユーザー及び審判官の
理解の拡大に役立てるために、日中韓における特
許紛争解決に資する行政システムについて紹介す
ることである。

（３）内容及び範囲

日中韓のいずれにおいても、特許紛争は裁判所
への提訴を通じて解決できる。しかし、裁判所へ
の提訴とは別に、日中韓では、特許紛争の迅速な
解決のために特許権の保護範囲について判断する
行政システムを運用している。

本研究で比較される行政システムにおいては、
特許紛争を直接的又は間接的に解決するために、
特許権者又は利害関係人は、特許権の範囲につい
ての判断を請求するか、又は侵害禁止命令を求め
る。本研究の主題は、韓国における権利範囲確認
審判、中国における専利権侵害紛争審判、及び日
本における判定（特許発明の技術的範囲について
の見解）である。

韓国における権利範囲確認審判は、第三者が実
施する当該発明が特許権の保護範囲に含まれるこ
とを確認するための手続である。特許権者、専用
実施権者又は第三者は特許審判院に審判を申し立
てることができる。

中国における専利権侵害紛争審判は、特許権者、


